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（目的） 

第１条 当規程は、日本ビーシージー製造株式会社（以下「会社」という。）における、競争的資金を中

心とした公募型の研究資金（以下「公的研究費」という。）の運営・管理及び公的研究費による研究活

動を適正に行うため、必要な事項を規定するものである。 

 

（定義） 

第２条 当規程において用いる用語の定義について示す。 

イ 公的研究費 

  各省各庁、又は各省庁が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募

型の研究資金。 

ロ 配分機関 

  競争的資金等を配分する機関。 

ハ 研究者等 

会社に所属し、公的研究費による研究活動を行う、会社に本務を持つ者及び会社に本務を持

たない者。会社に所属していないが、公的研究費による研究活動において、会社で共同研究を

行う者。公的研究費による研究活動において、会社の施設・設備を利用して研究支援業務に従

事する者。 

ニ 構成員 

  研究者等、会社に所属し公的研究費の運営管理に携わる事務職員、技術職員及びその他関連

する者。 

ホ コンプライアンス教育 

  不正を事前に防止するために、会社が構成員に対し、自身が取り扱う公的研究費の使用ルー

ルやそれに伴う責任、自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させるために実施

する教育。 

２ 公的研究費の使用における不正とは、故意若しくは重大な過失による公的研究費の他の用途への使

用又は公的研究費の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用のことである。 

３ 研究活動の不正とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったこと

による特定不正行為（ねつ造、改ざん、盗用等）に加え、二重投稿、不適切なオーサーシップなどに

代表される研究者倫理に反する行為及び利益相反に係る諸問題である。 

 

（責任体系の明確化） 

第３条 会社が公的研究費の運営・管理及び公的研究費による研究活動を適正に行うため、会社内の運

営・管理に関わる責任者は不正防止対策に関して会社内外に責任を持ち、積極的に推進していくこと。 



２ 会社内の運営・管理に関わる責任者の、管理監督の責任が十分果たされず、結果的に不正を招いた

場合には処分の対象となる 

 

（最高管理責任者） 

第４条 会社全体を統括し、公的研究費の管理・運営及び公的研究費による研究活動について最終責任

を負う者（以下、「最高管理責任者」という。）を定め、代表取締役社長をもって充てる。 

２ 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために

必要な措置を講じる。  

３ 最高管理責任者は、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者が責任

を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。 

 

（統括管理責任者） 

第５条 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理及び公的研究費による研究活動について会

社全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者（以下、「統括管理責任者」という。）を定め、研究開

発部門を所管する取締役をもって充てる。 

２ 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、

会社全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者

に報告する。 

 

（コンプライアンス推進責任者） 

第６条 会社内の各部署における公的研究費の運営・管理及び公的研究費による研究活動について実質

的な責任と権限を持つ者（以下、「コンプライアンス推進責任者」という。）を定め、開発企画部長を

もって充てる。 

２ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、以下の業務を行う。 

① 自己の管理監督又は指導する部署等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施

状況を統括管理責任者に報告する。 

② 不正防止を図るため、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス

教育を実施し、受講状況を管理監督する。 

③ 自己の管理監督又は指導する部署等において、構成員が、適切に競争的資金等の管理・執行を行

っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 

 

（研究倫理教育責任者） 

第７条 第２条ホに定義するコンプライアンス教育のうち、研究者等に求められる倫理規範を習得させ

るための教育を確実に実施するため、研究倫理教育責任者を置き、第6条1項に定めるコンプライアン

ス推進責任者をもって充てる。 

２ 研究倫理教育責任者は、研究者等に対し教育を実施し、受講状況を管理監督する。 

 

 

 

 



（ルールの明確化・統一化） 

第８条 会社は、公的研究費の運営・管理及び公的研究費による研究活動に係る事務処理手続きについ

て、明確かつ統一的な運用を図る。 ただし、合理的な理由がある場合には、複数の類型を設けるこ

とも可能とする。 

２ 事務処理手続きについては開発企画部が統括し、関係する全ての構成員にとって分かりやすいよう

にルールを明確に定め、ルールと運用の実態が乖離していないか、適切なチェック体制が保持できる

か等の観点から点検し、必要に応じてルールの見直しを行う。 

３ 周知に当たっては、研究者、事務職員など、それぞれの職務に応じた視点から、分かりやすい形で

の周知に努める。 

４ ルールの例外的な処理は、ルールと実態の乖離を招く恐れが強いことから、極力これを認めない。 

やむを得ず例外的処理を認める必要がある場合については、例外処理の指針を定め、手続きを明確化

して行う。 

 

（職務権限の明確化） 

第９条 公的研究費に係る事務処理についての職務分掌は以下の通りとする。 

・開発企画部：公的研究費に関する事務処理手続き全体の統括管理、関係書類の保存管理、相談窓口業

務、間接費による購入において発注・検収業務 

・生産管理部：直接費による購入において発注・検収業務 

・業務部：非常勤雇用者の勤怠管理 

・経理部：直接費、間接費について支払い業務 

 

（関係者の意識向上） 

第10条 公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対する行動規範を策定する。 

２ 全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講者の受講状況及び理解度について把握

する。 

３ 公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員は、公的研究費による研究の実施及び、運用・管理

にあたり、遵守する義務について誓約書を提出し、誓約書の提出がない場合、公的研究費による研究

の実施及び運用・管理に携わってはならない。誓約書は原則として自署によること。 

<誓約書等に盛り込むべき事項> 

・ 会社の規則等を遵守すること 

・ 不正を行わないこと 

・ 規則等に違反して、不正を行った場合は、会社や配分機関の処分及び法的な責任を負担すること 

 

（告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化） 

第11条 告発等を受け付ける窓口の設置、不正に関わる調査の体制・手続き等については、「研究に係る

不正調査等に関する規程」に則る。 

２ 「研究に係る不正調査等に関する規程」はホームページで公開し、また、コンプライアンス教育な

どで社内外へ積極的に周知させる。 

 

 



（懲戒） 

第12条 不正が行われたと認定された場合、会社は、就業規則に基づく処分等必要な措置を講ずる。 

 

（不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定） 

第13条 不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのか、会社全体の状況を体系的に整理し評

価する。 

２ 不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定する。不正防止計画は、優先的に取

り組むべき事項を中心に、明確なものとするとともに、モニタリングの結果やリスクが顕在化したケ

ースの状況等を活用し、定期的に見直しを行う 

３ 不正防止計画の策定に当たっては、経理的な側面のみならず、ルール違反防止のためのシステムや

業務の有効性、効率性といった側面についても検討する。 

４ 見直しに当たっては、研究活動そのものの効率の低下を招かず、構成員の負担の軽減、会社の管理

コストの低減といった多面的な視点から、単に厳格化するのではなく、会社として不正が起こらない

ような組織風土が形成されるよう、実態を踏まえ、柔軟に基本方針を見直し、その実効性を確保する。 

５ 不正防止計画への取組に部署等によるばらつきが生じないよう会社全体の観点からのモニタリン

グを行う。 

 

（防止計画推進部署） 

第14条 研究機関全体の観点から不正防止計画の推進を担当する部署（以下、「防止計画推進部署」と

いう。）を置き、開発企画部をもって充てる。 

２ 防止計画推進部署は、最高管理責任者直轄の組織であり、不正防止について会社全体をとりまとめ、

具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認する。 

３ 防止計画推進部署は、モニタリングチームとは別に設置され、モニタリングチームと密接な連絡を

保ちながらも、モニタリングチームからのチェックを受ける立場であること。 

 

（不正防止計画の実施） 

第15条 最高管理責任者は不正防止について率先して対応することを会社内外に表明するとともに、自

ら不正防止計画の進捗管理に努めるものとする。 

２ 部署等は、会社全体で不正が生じにくいように、防止計画推進部署と協力しつつ、主体的に不正防

止計画を実施する。 

 

（適正な運営・管理活動） 

第16条 開発企画部は、予算の執行状況を検証し、実態と合ったものになっているか確認する。予算執

行が当初計画に比較して著しく遅れている場合は、研究計画の遂行に問題がないか確認し、問題があ

れば改善策を講じる。 

２ 発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況を把握するため、研究者は購買起案の際、支出

財源を明らかにすること。 

３ 業者に対し、会社の不正対策に関する方針及びルール等を含め、周知徹底し、一定の取引実績（回

数、金額等)や機関におけるリスク要因・実効性等を考慮した上で誓約書等の提出を求める。 

 



<誓約書等に盛り込むべき事項> 

・ 会社の規則等を遵守し、不正に関与しないこと 

・ 内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力すること 

・ 不正が認められた場合は、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと 

・ 構成員から不正な行為の依頼等があった場合には通報すること" 

 

（不正取引業者への措置） 

第17条 最高管理責任者は、取引業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合、別表に定め

る期間の範囲内で取引停止の措置を講じる。 

２ 最高管理責任者は取引停止期間中の業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事

由が明らかになった場合、別表に定める期間の範囲内で取引停止の期間を変更することができるもの

とする。 

３ 最高管理責任者は、取引業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合においても必要である

と認める場合、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。 

 

（直接費用の適正使用） 

第18条 公的研究費の直接費執行にあたり、研究者は業者に対し直接発注をしてはならない。 

２ 購入した物品は、必ず検収を行う。 特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテン

ツ開発・作成、機器の保守・点検など）に関する検収については、実効性のある明確なルールを定め

た上で運用する。 

３ 非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理は、研究者が行ってはならない。 

４ 換金性の高い物品については、金額の多寡に関わらず会社が適正に管理する。 

５ 研究者の出張計画の実行状況等を事務部門で把握・確認できる体制とする。 

 

（情報発信・共有化の推進） 

第19条 公的研究費の運用や使用に関する社内外からの相談を受け付ける相談窓口を開発企画部に設

置する。 

２ 公的研究費等の不正使用及び公的研究費による研究活動の不正への取り組みに関する会社の方針

等を積極的に社内外に公表するものとする。 

 

（モニタリングの在り方） 

第20条 公的研究費の適正な管理のため、最高管理責任者の直轄的な組織である内部監査部門としてモ

ニタリングチームを設置し、会社全体の視点から内部監査を実施する。 

２ モニタリングチームは、総務人事部長を責任者とし、メンバーは公的研究費の運用・管理及び公的

研究費による研究活動に係らない事務職員の中から責任者が指名する。 

３ モニタリングチームは、「内部監査要領」に基づき、毎年定期的に内部鑑査を実施する。 実施に当

たっては、以下の事に留意する。 

・ 会計書類の形式的要件等が具備されているかなどの財務情報に対するチェックを一定数実施する 

・ 公的研究費の管理体制の不備の検証を行う。 



・ 防止計画推進部署との連携を強化し、不正が発生するリスクを踏まえ、抜き打ちなどを含めたリ

スクアプローチ監査を実施する。 

４ 会社は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成19年2月15

日文部科学省大臣決定 平成26年2月18日改正）第７節（１）「文部科学省が実施すべき事項」③に掲

げる調査について協力することとする。 

 

（記録の保存と開示） 

第21条 会社は、公的研究費の運営・管理に関する文書及び公的研究費による研究活動に関する記録で

ある実験ノート、研究資料等（文書、数値データ、画像など）及び試料（実験試料、標本）や装置な

どを一定期間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しな

ければならない。 

２ 研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保す

るため、実験ノート、研究資料等（文書、数値データ、画像など）及び試料（実験試料、標本）や装

置などを一定期間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示

しなければならない。 

３ 公的研究費の運営・管理に関する文書及び実験ノート、研究資料（文書、数値データ、画像など）

の保存期間は、論文や報告等、研究成果発表後10年とする。 ただし、他に守るべき省令、規程等が

ある場合、当規程とどちらか長い方の期間とする。 

４ 試料（実験試料、標本）や装置などの「もの」の保存期間は、原則、論文や報告等、研究成果発表

後5年間とする。ただし、保存・保管が本質的に困難なもの（例：不安定物質、実験自体で消費されて

しまう試料）や、保存に多大なコストがかかるものについてはこの限りではない。 

 

（規程の改廃） 

第22条 本規程の改廃は、伺い書による社長決裁とする。但し、社長が必要と認めた場合、取締役会で

の決議事項とする。 

 

 

附則 

第23条 本規程は、平成24年7月25日付制定実施する。 

２ 本規程は、平成27年3月1日付改訂実施する。 

３ 本規程は、平成29年4月1日付改訂実施する。 

４ 本規程は、平成29年12月27日付一部改訂し、この改訂は、平成29年12月 1日より実施する。 

２ 本規程は、2018年 7月31日付改訂実施する。 

  



［別表］ 

不正取引業者への措置基準 

措置要件 取引停止期間 

会社発注の契約に際し、必要として求めた調査資料等に

虚偽の記載をする等、契約の相手方として不適当である

と認められるとき。 

当該認定をした日から 

1ヶ月以上 6ヶ月以内 

会社発注の契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑

にしたと認められるとき。 

当該認定をした日から 

1ヶ月以上 6ヶ月以内 

会社発注の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適

切であったため、関係者及び第三者に損害を与えたと認

められるとき。 

当該認定をした日から 

2週間以上 6ヶ月以内 

会社発注の契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の

相手方として不適切であると認められるとき。 

当該認定をした日から 

2週間以上 4ヶ月以内 

上記のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為等があり、

契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

当該認定をした日から 

2週間以上 6ヶ月以内 

 

 


